
データヘルス計画 

■データヘルス計画のポイント 

●レセプト・健診情報等のデータ分析に基づき、保健事業を効果的・効率的に実施するための事業計画 

●科学的なアプローチにより事業の実効性を高めていくことがねらい 

●特定健康診査等実施計画とは相互に連携して策定 

●第 1期：平成 27年度～平成 29年度（3年間） 第 2期：平成 30年度～令和 5年度（6年間） 

第 3期：令和 6年度～令和 11年度（6年間） 

 

■データヘルス計画の目的 

平成25年6月に政府が閣議決定した「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、

それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として、データヘルス計画の作成・公表、事業実施、評価等の取組を

求める」ことが掲げられました。 

これによってすべての健康保険組合は、「健康保持増進、疾病予防及び重症化予防を推進する」を目的とし、レセプト・健診

情報等のデータを最大限に活用しながら、データ分析に基づいて健康づくり事業を進めることになりました。 

データヘルス計画は、その実現に向けた計画です。 

 

■データヘルス計画の推進イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実施スケジュール 

●第 1期データヘルス計画は、平成 27年度～平成 29年度までの 3年間です。 

●第 2期データヘルス計画は、平成 30年度～令和 5年度までの 6年間です。 

●第３期データヘルス計画は、令和 6年度～令和 11年度までの 6年間で、「第 4期特定健康診査等実施計画」の期間

に合わせて実施されます。 

※なお、保健事業の目的や内容が加入者、事業主等の関係者に理解され、事業の実効性が高まるように、データヘルス 

計画はホームページや広報誌等で公表され、関係者への周知が図られることになっています。 

 

■当健保の取り組み 

当健保のデータヘルス計画の詳細は、トップ画面「お知らせ」欄に掲載いたします。 

 

■個人情報の取り扱いについて 

当健保では個人情報保護管理規程に従い、健康保険の給付や健診の情報、保健指導などの業務のために個人情報を利

用しています。データヘルス計画においても、個人情報保護法などを遵守し、個人情報の保護に配慮した適切な取り扱いを行

います。 

・健康意識を高める各種情報の提供 

・各種保健事業の設定、案内 

健康保険組合 

 

レセプトや健診情報等の分析結果に

基づいて、保健事業を PDCA サイクル

で実施します。 

事業主（会社） 

 

社員の健康の維持改善を経営課題と

位置づけ、引き続き健康増進サポート

の充実に取り組みます。 

連携 

（コラボヘルス等） 

・健康課題や健康増進施策の共有

とバックアップ 

加入者の皆さん（被保険者・被扶養者） 

 

ご自身の健康維持改善に向けて健康意識を高め、

健保の保健事業（保健指導）を活用して生活習

慣等の見直しに取り組んでいただきます。 

・社員への意識付け 

・各種保健事業参加の呼びかけ 


